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告  示 

 

広島市告示第５１６号 

平成３０年１０月１２日 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の

規定により，平成２９年広島市告示第５０４号で指定した形質変

更時要届出区域の一部について次のとおり指定を解除します。 

 なお，土壌汚染対策法第１５条第１項に規定する指定解除形質

変更時要届出区域の台帳は，広島市環境局環境保全課で閲覧する

ことができます。 

 

                広島市長 松 井 一 實 

 

１ 指定を解除する形質変更時要届出区域 

  広島市佐伯区湯来町大字和田の字南惠下の１５５７番１，１

５６０番１，１５６１番，１５６３番，１５６４番１，１５６

４番３，１５６５番１，１５６５番２及び１６１０番の各一部

並びに１５６４番２並びに字北惠下１６２４番２の一部 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第

３１条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類 

  鉛及びその化合物 

３ 土壌汚染対策法施行規則第３１条第２項の基準に適合してい

なかった特定有害物質の種類 

  鉛及びその化合物 

４ 指定を解除する形質変更時要届出区域において講じられた汚

染の除去等の措置 

  なし 

５ 指定の事由がなくなったと認める理由 

  土壌汚染状況調査の追完により，上記１に掲げる区域の土地

が上記２及び３に掲げる基準に適合する土地であることを確認

したため 

 

広島市告示第５１７号 

平成３０年１０月１２日 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の

規定により，土地が特定有害物質によって汚染されており，当該

土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならな

い区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり 

  指定します。 

 なお，土壌汚染対策法第１５条第１項に規定する形質変更時要

届出区域の台帳は，広島市環境局環境保全課で閲覧することがで

きます。 

 

                広島市長 松 井 一 實 

 

１ 指定する形質変更時要届出区域 

  広島市西区観音新町四丁目２８７６番２６の一部 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第

３１条第１項の基準に適合しない特定有害物質の種類 

  鉛及びその化合物 

 

 

 

 

 


